
「自主防災組織等活動の手引き（令和８年４月改訂）」の 

主な修正点及び相模原市ホームページ掲載箇所について 

１ 主な修正内容 

ページ 修正箇所 修正内容 

２ 

2 自主防災組織活動の概要 

（２）自主防災組織活動の準備  

イ 備えづくり 

・住民意識の啓発にあたっては、防災リーダーによる指導のほか、防災マイスター制

度や防災訓練専門アドバイザー（Ｐ７、８参照）も活用し、防災知識の普及に努めま

しょう。 

・防災訓練は災害時の活動を想定し、備えている資機材（災害救助用工具セット等）

を実際に使用するなど、より実践的な内容で実施しましょう。なお、ご使用に慣れて

いない資機材は指導者の指示に従って訓練を実施してください。 ※下線部分を追加 

５ 

6 自主防災訓練の実施について 

（３）事前相談・申請手続き 

ア 申請方法 

消防職員等の派遣や資機材の借用がない訓練については、ファックス、Ｅメールでの

申請が可能です（Ｐ６０）。なお、この場合は事前に電話連絡が必要となります。 

※下線部分を追加。あわせて、Ｐ６０の一覧表に消防署所のファックス番号、メール

アドレスを追加。 

１４ほか 
 活動実績の報告期限の設定（２月１２日（金）（それ以降は各地域振興課へ提出）。令

和７年度は２月１３日（金）） 

２８ 防災訓練等実施申請書（表面）  ・職員の派遣欄に「□防災訓練専門アドバイザー」追加 

２９ 

防災訓練等実施申請書（裏面） ・訓練内容「□発電機、救助工具セット、チェーンソー等を活用した訓練」を「□発

電機、救助工具セット等を活用した訓練」に修正 

・訓練内容「□市街地火災延焼シミュレーションによる地域特性の把握」を「□火災

延焼シミュレーションによる地域特性の把握（□２Ｄ □３Ｄ）」に修正（令和７

年８月より山間部も対応可能となったため、【市街地】を削除） 

・訓練内容「□居住区画の設定」の内訳として「（□居住区画用テントの設置 □エ

アベットの設置）」追加 

・訓練内容「□マンホールトイレの設置」追加 

※ この他にも年度表記の更新、説明表現の修正など軽微な変更を行っております。 



「自主防災組織等活動の手引き（令和８年４月改訂）」の 

主な修正点及び相模原市ホームページ掲載箇所について 

２ 相模原市ホームページでの確認方法 

手順Ａ：ホームページ掲載箇所 

① トップページにある「防災・危機管理情報」をクリック 

② 「メインメニュー」の下にある「地域における防災活動」をクリック 

③ 「自主防災組織について」の下にある「自主防災組織」をクリック 

④ 「自主防災組織」のページにある「自主防災組織等活動の手引き（令和８年４月改訂）」のファイルをクリック 

 

手順Ｂ：ページ番号で検索 

① トップページにある検索バーに「１００８７８７」と入力し、検索ボタンをクリック 

    ② 「サイト内検索結果」から「自主防災組織」をクリック 

    ③ 「自主防災組織」のページにある「自主防災組織等活動の手引き（令和８年４月改訂）」のファイルをクリック 

    ※ スマートフォンでは「検索バー」のレイアウトが異なりますので御注意ください。 

 

手順Ｃ：ＱＲコードの読み込み 

    スマートフォン等で下のＱＲコードを読み取っていただくと「自主防災組織」のページへ移動します。 

 

 

 

 


